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タイ段使関係の近代化

一一労働争議の展開と組織の形成

ダララット・アナンタナスウォ γ

はじめに

タイ国は第二次世界大戦の終7とともに近代化への過程を辿りはじめたがヲ

この過程において，次のような意味での新たな労使関係制度が創り出されるこ

ととなった。それはまず，との制度を構成する三つのグループ，つまり， (1)労

働者とその組織， (2)経営者(雇用者)とその組織， (3)政府およびその代表機関

のそれぞれの位置と役割が従来になく明確化したことであり，次に， ζの制度

のなかで職場と産業社会を規制する一連のノレーノレが形成され，整備されてきた

こと己ある"。

筆者は別稿において，労働者，経営者，政府機関としヴ労使関係の三当事者

の各々について，その発展を検討したへ本荷Jでは，これを前提としたうえで，

これら三つの主体の行動によって織りなされるタイ労使関係自展開を概観L，

1970年代に多発した労働争議の性格を分析する1-1-もに，タイ労使関係の特質

事子明らかにしたい。

l 戦後タイ労使関係の展開

タイ産業社会において，労使関係のノレール設定のさい，それに参加したのは

1) 以下の展開については，前)11嘉一， D'アナンタナスウォン「タイの労使関部とその問題点」
アジア社会問題研究所 rアジアと日本』第10号.1974年，を参照されたし、。 cf. ]. T. Dunlopル

Industrial Relations System， Holt， 1958， pp. VIII-IX 
A. Fox and A. Flanders， The Reform of Coll也叫iv~ B<lrgaining; From 0印lOvanto Du 

rkheim， British Journal 01 lnd出 trialRelatl叩 s，Vol.VII， No. 2， July 1969， p. 160 

2) 拙稿「タイ労世間係の近代化j(上)，アジア社会問題研究所編|アジアと日本」第29号，四百
年 5月。



タイ労使関係の近代化 (197) 93 

経営者と政府のみであってJ 労働者は参加しなかった。このことは，タイにお

ける伝統的な「恩情主義的J労使関係の慣行による。部下“ Punoi"としての

被用者は主人“ Puyai" としての経僧者に服従しなければならない白であるへ

この雇用慣行は成文化きれないし，また，賃金，労働時間，福利厚生施設など

の労働条什についていかなるフォーマノレな契約も欠如している点で特徴的であ

る。それは仏教の教義に基づいているといえるヘ

この点を念頭において，以下，労使関係の展開を三つの段階に区分してやや

詳しく検討してみよう o

第 1段階(1948年 57年〉この時期は，民商法により労使双方とも団結権を

与えられたが，団体交渉権!ストライキ権は認められなかった。労働者組織は

政治家の指導を受け，また!政治的目的に利用された。経営者組織は生産上の

目的をもって形成されたが!人事管理の問題には注意を払わなかった。いま，

この段階の相互関係を全国レベノレと産業レベノレの二つの地平で考察してみよう。

全国νベルでは，雇用，作業条件，労働者の福利厚生，争議解決などの規準

を定めるため労働者連合と交渉をおこなう経営者団体の連合は存在していなか

った。他方，労働者連合については，政治的諸勢力の浸透のゆえに相互に対

抗関係にあった。政府にパックアップされていた「タイ全国労働組合会議」

TNTUC (l日48年設立〉は左翼U親共産主義的な「中央労働組合JCLU (1日47

年結成〕 と対抗していた。 Iタイ自由労働者連合JFWAT (1954年設立) と

「タイ全国労働組合連合JTNFTU (1957年設立〉も CLU と対抗しており，

そD 目的はナショナリズムと反共主義に焦点をあてたものであった。労働者の

福祉または作業諸条件については無視されたのである O そして，このような状

況の全国レベルにおいては?労働者連合と経営者連合との問で団体交渉によっ

て労働問題の解決世はかるというような関係は生じなかった。1:<に，政府は

労働者団体の目的をナショナリズムと反共主義という政治的なものに歪曲した

3) F. Lombard， The Thai Wurkers On the Move， Financial Post， Aug. 31， 1973. p. 7 

4) lbid 
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のである。

第 135巻第3号

産業レヘルについてみれば，労使双方ともに団体交渉の保証は与えられてい

なかった。また，このレベルにおいても経営者の組織は存伝しこいない。すで

に別稿てみたように，産業別労働組合のほうは多数組織されてfJ"、たが引， 経

営者側は労働者代表の承認や彼等との交渉を拒否Lえた。しかも，争議のたい

ていのケ 只は政府の下渉を伴っていた。たとえば， 1950年に，ジャム電機会

社においてボーナス問題をめくって発生した争議をみてみよう。労働者委員会

との交渉を拒否した会社側に対L.労働者はストライキのおどしをかけたが，

ストライキは現実にはじまる前に中ICきれてしまったのそれは，ストライキ開

始前に，きわめて世評の高い官僚である警察庁長官が労働者の大衆集会で演説

をおこない，政府がこの問題について彼らに同情的な実態調査をおこなうとい

う誓約をしたからであった代 ここで強調されるべき点の一つは，この段階で

は，政府は経営者であると同時に労働法というノレーノレの作成者でもあったこと

である。こうした事実こそが，労使関係への政府干渉を容易なものとし，また，

団体交渉の不承認を結果したといえよう。

1957年，首相がアメロヵ合衆国から帰国後，その影響によって，欧米労働法

を基本とした労働法が議会を通過したり。 同法は労働者にたいし，労働組合の

結成と団体交渉の権利を保証するものであった。この法律制定後，ストライキ

の発生件数は， 56年の3，673人の労働者を含む12件から， 1957年の12，977人を含

む22件へと増加した。この争議の急増が，団体交渉を保証する57年法の結果と

してもたらされたことは明らかである。また，右心事実は，タイ労働者のもつ

自己の労働諸条件改善への潜在力を例証するものでもある。不幸なことに，タ

イ労働者は自己の権利に対して無責任であれ政府D不適当な斡旋手続は労働

5) 前掲拙杭 7-8へージ。 13-18ベージ。
6) E. Fogg， Labor Organization in Thailand， lLRR， vol. 6， No. 13， Apr. 1953， p. 371.なお，
労働者四大多数をなす非組合員の場合，苦情や争議は宮使閣で個人的に解決された。

7) S. Molleechati. The Problems G開 fTontingLahor Organ問叫加"問 Th副 land，MATh田町

Texas Tech. Col1ege， 1966. p. 73 
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運動を政治的慣例にしてしまった， といわれた目}。 しかし，労働争議の主な要

因は，明らかに高賃金の要求，作業条件の改善，よりよい福利厚生施設の要求

から来ていたのであるo

ともあれ，これらの事実にもかかわらず，昨年の労働法は翌年10月の革命団

布告第四号によって廃止され，このために，既存の全労働者団体，労働組合は

非合法イじされ，団体受渉制度もここでひとまず終止符をうつこととなった。

第 2段階(1958年一71年〉昨年法が廃止されたのは安全という程由からで，

そのことは次のような布告の前文から明らかである。つまり「仏暦2499年(1957

年〉の労働法は，雇用者と被用者聞の対立を誘発し，キ日互の同情と協調の精神

を無力に L，また，被用者が産業および通商の完全な破壊を最終目標とする共

産主義者に従って，きわめて好ましからぬ行動に走ることを刺激する円的に利

用されるような条項を含むゆえに，革命団は同法を廃止し，同時にこれにかえ

て被用者の福祉と利益の保護に必要な手段を講じることを適当と認めるもので

ある」とへ そして，この時以降，労働法規は内務省のもとで布告された。し

かしそれは労働者にたいし，作業諸条件や労働者保険について保護を与える

ものであったが，団結権や団体交渉権は認めなかった。

1965年の争議多発の時期のあとで，労働争議解決法が制定された。ここでは，

争議解決の斡旋について政府の労働局が重要な役割を演じた。

なお，この時期の労使関係は，生働者を100人以上雇用する中規模および大

規模経営と，それ以下の小規模経営とのこつのレベノレに区別して考察しうる。

前者のたいていのものは外資系会社または合弁会社であった。むろん，若干

の民族企業も存在してはいたが，タイ式 modusvivendiが普及するにつれて，

これらの経営は政府とますます密接な関係をもつようになった。それらは政府

から政治的保護をうけ，逆に政府のほうでは前者から経済的(財政的〉支持を

得ていたわけである。したがって，このレベルでの労使関係の特徴点は，経営

8) Ibid.， p. 74 
9) Thien Ashakul. The Situation 0/ Labor Unions and LaboT Relations in Thailand. Soul， 
September 1971， p. 6 
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者は労働者に対して優越した立場にあった政府から支持を受け，他方，労働者

はいかなる組織的な後楯もない， ということであった。労働争議解決法は存在

していたが，それの規定する制度は，労働者代表が雇用者側からの報復をおそ

れたために，現実には充分機能しなかった'"。

次に，小規模経営の νベノレでは，労使関係は伝統的形態をとっていた。つま

り，経営者は一方的に作業規則を示し，労働者はその規則に服させられた。苦

情や争議が起きても，労働者は経営者と個人的に交渉するか，さもな〈ば政府

労働局の介入を要請する， という形をとらざるをえなかった。

第 3段階 (1972年 74年〕この時期の労使関係の展開は，時間的には短期間

であり，それだけに研究も充分の展望を得に〈いが，それはタイ労使関係の将

来に対して重要な転換点をなしている。革命回布告第103号によって，労使と

もに団結権，団体交渉権を与えられ，ストライキ権，ロックアウト権も保証さ

れた。これに!照応して， とりわけ1973年には労働不安が高まった。むろん，そ

こには数多〈の要因があった。これらを外的・内的要因として示すならば，企

業外的要因としては，生活費の膨張>1'政治的状況の変化 0973年10月14日以

降)，マス・メディア(新聞〉によるストライキ報道，がある。企業内的要因

は， (1)雇用主の行為が労働法に準拠しないこと， (2)雇用主の労務管理が不適切

であること， (3)雇用主がしばしば労働条件を変更すること， (4)雇用主が労働者

の当然の給付を減額すること，などである。しかも，これらの要因は，経営者

や政府によって一方的にとり決められた過去り労使関係から結果したものであ

った。

とはいえ，革命団布告によって，作業ノレーノレ設定過程における三つの Fノレ

プのバヲ γスはよりよくとれてきている。むろん，労働者の大多数が不熟練で

教育レベルも低しまた組合に組織されていない状態が続く限り，依然問題は

残されているが。

10) Lombard， ot. cit.， p. 9 
11) 1972年から73年の消費者物価指数の上昇率は15.5克であった (YearBook 01 Labor Statistics 

1972-1973， P向5)。
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II，.労働争議の展開

この節においては，増大傾向にある労働争議の問題をとりあげ，この面から

タイ労使関係の特質を浮彫にしたい。

しかし，利用可能な資料が限られているので，ここでは資料の許す範囲内で

のみ，タイにおける労働争議の状態を描出しうるにすぎない。

争議の展開については前節で示した時期区分に従勺て検討するとと在する。

つ主り，第 1段階(1948-57年入第2段階(1958ー 71年)，第 3段階(1972

74年)，の 3段階である。

第 1段階においては，労働争議に関する利用可能な資料はほとんど欠如して

おり，九トライキを伴う争議についての労働局の統計資料がただ一つ存在する

第 1 喪パンコクにおける中要原因~IJ労働争議斡旋数 (1962-1974)

年
雇用①IM1Gig時条|宮数字l川合 言十

1962 270(71) 93(25) 一(-) 8( 2) 一(-) 9( 2) 380(100) 

1963 303(81) 55(15) 4( 1) 8( 2) 〈ー〕 2( 1) 372(100) 

1964 203く59) 50(15) 89(26) 1(-) 1(-) 一(-) 344(lOO) 

1965 2日3(56) 75(21) 70(19) 13( 4) (-) 〔ー〉 361(100) 

1966 219(51) 108(25) 61(14) 21( 5) 23( 5) (-) 432(100) 

1967 196(49) 135(34) 32( 8) 7( 2) 26( 7) (-) 396(100) 

1968 ! 268(50) 175(33) 32( 6) 8( 2) 50( 9) 一〔ー〕 533(100) 

1969 253(33) 334(43) 49( 7) 16( 2) 117(15) (一〉 769(1口口〉

1970 251(38) 277(42) 23( 4) 9( 1) 95(15) (-) 655(100) 

1971 249(36) 316(45) 26( 4) 11( 1) 96(14) (-) 698(100) 

1972 304(36) 339(41) 46( 5) 14( 2) 135(16) 一(ー〉 838(100) 

1973 377(34) 487(44) 39( 1) 50( 4) 110(10) 41( 4) 1104(100) 

1974 791(50) 443(28) 50( 3) 27( 2) 223(14) 58( 3) 1592(100) 

出所) Labor Depa[tment， Year Book 01 La.bor St叫叫ics，1968， p. 117， 1974・p.99
より作成o !.r.お. 1961年以前の資料は欠如してし、る。

注〉 ①退職金，蓋別持遇および復職問題を古む。

②残業手当，有給休胆問題を含む。

③貯蓄金庫，傷害積立金，報償金問題を青む。
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にすぎない。第2段階以降になれば，労働争議の斡旋のケースについての資料

があらわれし Cくる。ここでは，バンコグにおける主栗原因別にみた労働争議斡

旋件数を示す第 1表と，これを 3つの段階毎に整理した第 2表を掲げよう。な

第 2衰主要原因別段階別労働争議発生件数

居 用

| お矧 ぉ制 使矧 紛苦錫品1(生船害

賃金要求 - I 162(33) I 423( 36) 
その他。賃金問題 - I 38( 8) I 4S( 4) 

作業条件 10( 2) 30( 2) 

複数の争点 41( 8) 156( 13) 

その他 1(ー)I 33( 3) I 

メ凶当、 計 岨 4(附 1 1178(1印〉

庄3 第 1表より作成

お，以下の考察に際しては，表示された斡旋件数を〔ストライキを含む，また

はストライキを含まなL、〕争議の件数を示すものと想定する。ここから明らか

なことは，まず第 1に，第 l段階から第 3段階にかけて，争議発生件数が494

{牛から1178件へと激増していることである。とくに，第2段階と比べて第3段

階に含まれる年数がわずか 3年にすぎないことを考えるならば，こうした争議

の急増はいっそう注目に値する。しかし，この点について詳し〈はのちにスト

ライキにワいて述べる際検討するとしよう。

争議発生の原因 第 2に，争議の発生した原因についてみれば，そのほとん

どが雇用および賃金問題に関係しており，両者合わせて全体の75%にのぼって

いるのである。この現象は，団体交渉を欠如した労使関係制度の片務的性格に

起因 Lていたといえる。民商法，労働法には，雇用条件すなわち首令，労働時

間および栢利厚牛に関する雇用契約は，これを明確に決定し成文化すべきもの，

との規定がなされていた。しかし，現実にこの規定を遵守したのは大会社のみ

であって，その他の中・小経営や家族経営にはそうした成文化された雇用契約
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は欠如してし、た山。また，雇用契約自体も，その決定は経営者側に依存してい

た。労働者の場合，まず彼らの大多数をなす不熟練かっ教育水準の低い者は，

組合による教育や保護なくしては雇用契約仁関する問題点をほとんど理解でき

ず，さらに. 1972年に至って漸〈合法化された労働組合自体も，運動の歴史が

新しし組合員数も少数なために，団体交渉を通じて経営者に対し有効な影響

力を及ぼしうるところまでゆかなかったのである。

この点、は賃率の決定の場合も同様であった。 1973年に至るまで，タイでは最

低賃金制はおこなわれていなかった。それ以降についても，労働法の指示する

標準的な最低賃金の規定に違反する会社は依然多かった。 1974年に労働局は，

バンコクその他の地区の 435の経営を対象として，最低賃金制の実施状況に関

する実態調査をおこなったが， それによれば， パンコ Fに所在する経営の34

%，調査対象経営総数の32%が法を犯している事実が明らかになっている山。

この場合，賃率が経営者によって一方的に決められていたことはいうまでもな

し、。

雇用契約が成文化されなければ，労使聞の紛争は相対的に容易に発生しやす

い。しかも，組合をもたない労働者は，経営者と個人的な交渉で話をつけるか，

さもなければ争議の解決を労働局の斡旋に委ねざるを得なかったのである。と

もあれ，雇用契約の最も中心的な位置を占める雇用と賃金問題に争議の原因が

集中したことの背景には，労使関係制度が一方的性格のものであるという事実

があった。

ととろで，争議に際1..-.その係争点についての意見の一致が得られなければ，

被用者は雇用者に要求の受け容れを迫るための最後の手段として R トライキに

訴える ζ とになる。そこで次にこうしたストライキの発生傾向について， ミッ

12) Dcchn Kncwchansilp， Laws Concern明 gEmployme11t. Labor Department， 1968， pp. 101 
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13) Labor Department. Jo.ゐIIlhlyDulletin of Labor Statistics， Vol. 1， No. 1. January 1974， 
p. 13 
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チェノレ・シノレパーの方法に依拠しつつ検討する川。

ス卜ライキの発生傾向 第3表，第4表，第5表は ILOおよび労働局の労

働統計年報からストヲイキ関係の指標をまとめたものである。ここには旦トラ

イキの具体的諸相が十分反映されていないが，しかし犬まかな傾向を知るには

十分だと思われるo

ここから明らかな乙とは， (1)第二次大戦終了後，タイにおけるストライキ

の発生件数は増大の一途を辿っていること(年平均でみて第1段階の 6件から

第 3段階の 297件へと激増している， (2)ストライキ参加労働者数，喪失日数

ともに絶対数でみて第1段階から第3段階にかけて増大傾向にあること，ただ

し，これらの数値を年平均で相互に比較すれば，第2段階ではおおむねストラ

イキの発生件数，規模ともに他の 2つの時期より低い値しか示しておらず，ま

た，第3段階では第 1段階に比してとりわけストライキ持続日数は短かくなっ

ていること， (3)部門別にみれば，見トライキの発生傾向およびその増加率は

製造業において最も著しいこと，以上である。

第 1段階，第3段階におけるストライキ多発傾向は少な〈とも労働法規の制

定と関係している。労働者組織と団体交渉を合法化ずる法律が通過したとき

(第1段階では1957年，第3段階では1972年)，ストライキ発生件数は， 56年

の12件から翌年の22件へ，また72年の34件から73年(1)5日l件へとそれぞれ増加

しているのである(第3段階での増加率がと〈に顕著であることについては後

に触れる〉。労働者組織と団体交渉とが非合法下にあった第2段階において，

Z トライキの増加が控え目なものであったこ土もそのと正を確認きせる。参加

労働者数，喪失日数によってもこのことは知られる。

ストライキの特徴 では，こうしたストライキの特徴はいかなるものか。こ

れについては次の 3点を指摘しうる。

1固法規は労働者組織と団体交渉を保証し，争議解決方法をも規定していた

14) Michae:l SilveI". Re:cl:nt British Strike τモrends:A Foctual Analysis. British Journal of 
Industrial Relations. Vol. XI. No. 1， March 1973， p. 97. 
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第3表 ヘトライキ発生件数 (1948-1974)

|スト品イキ|如何喪失円相，)I融制棋
1948 l 

1949 
3 2 

680 3，558 227 5.2 

1950 430 8，000 215 18.6 

1951 1 1，600 1，600 1，600 1.0 

1952 3 900 8，200 300 9.1 

1953 6 960 6，015 160 6.3 

1954 2 910 515 455 0.6 

1955キ

1956 12 3，673 23，234 306 6.3 

1957 22 12，977 91，788 590 7.1 

1958 4 458 4，202 115 9.2 

1959 11 846 8，160 77 9.6 

1960 2 23 64 12 2.8 

1961 2 68 93 34 1.4 

1962 81 63 27 0.7 

1963 118 159 30 1.3 

1964 12 300 539 25 1.8 

1965 17 3，753 6，566 221 1.7 

1966 17 5，413 18，764 318 3.5 

1967 2 470 470 235 1.0 

1968 14 1，867 3，217 133 1.7 

1969 18 5，345 23，593 297 4.4 

1970 25 2，888 6，004 116 2.1 

1971 27 5，15直 12，646 191 2.5 

1972 34 7，803 19，903 230 2.6 

1973 501 177，887 296，887 355 2.4 

1974 357 105，883 507，607 297 4.8 

出所) ILO. Year Book of Labor StatisticJ， 1966， p. 713. Labor Department， Year 
Book ~ゲ Statistics ， 1968， p. 122. 1974， p. 118 

住〉 キ印の年の資料位欠如している。
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第 4表 部門別ストライキ発生科数 (1958-74)

年 | 製 造 業水|建制商業|童書1;-ピl叫|合計

1958 3 1 4 

1959 11 11 

1960 2 2 

1961 2 2 

1962 2 l 3 

1963 3 1 4 

1964 5 l 6 

1965 12 3 2 17 

1966 5 7 1 4 17 

1967 2 2 

1968 9 2 2 l 14 

1969 12 2 1 l 2 18 

1970 15 5 2 3 25 

1971 20 l 1 4 l 27 

1972 34 

1973 389 24 42 30 10 501 

1974 280 20 25 12 13 357 

出所 LaborDepartment， Year Book 01 Labor Statistics， 1968， p. 123， 
1969， p. 129， 1972-73， pp. 119-121. 1974， pp. 119-121， 1958年以
前の資料ほ火却している。

注) 本印は食料，飲料，繊維!木村j 紙，印刷，化学，石油，鉄，非鉄
金属を合む。

第 5表 ストライキ発生件数および規模〈年平均〕

|第(19一48-段57階5I第(19三58段7階1〕|第(19三72段74階〕

全産業のストライキ数 6 11 297 

製造業のストライキ数 7 223 

参加労働者数 2，766 1，913 97，179 

喪失日数 17，864 6，039 274，799 

ストライキ当り労働者数 487 131 294 

労働者当り喪失日数 6.8 3.1 3.3 

出所〉 第3表，第4表より作成
注〕 ストライキが大規模なものか小規模なものかl 公認か否公認かにつ

いては資料的制約のため区分しえなかった。
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にもかかわらず，ストライキはたいてい「直接的」且つ「非合法的」に発生し

た。とくにストライキの激発した1973年には，労働局の報告によれば殆どのス

トライキが直接的，非合法的に発生している lヘ報告に示された理由は， (a) 

もし労働者が合法的に争議をおこすならば，雇用者は争議期間中労働者を解雇

するため，労働者はそう Lた雇用者の報復を恐れ，それを避けるべく，右のよ

うな行動に出た， (b)労働者がストライキを継続するのに成功すれば，彼らは

一般大衆やマス・メディアによる支持をも得ることができ，雇用者から要求項

目を比較的容易に獲得しえた，というものである。後者については，たとえば

新聞がストライキを報道すると，雇用者が労働者の要求を即座に容れる事実が

それを証明している。

2. 旦トライキの発生と，会社の規模との関連を示す正確なデータは欠如し

ているが，ストライキはおおむね労働者100人以上の大経営で発生しており lへ
その傾向はとりわけ繊維工業において著しかった。 1973年の繊維工業における

九トライキ多発傾向については 2つの理由が考えられる。まず第 1に，織維工

業の工業的環境(立地，作業の性格，労働力の質)が挙げられる問。つまり，

繊維工業はバンコクおよびその周辺地域に殆ど立地を得ているゆえに，労働者

も工場の寮であれ，それ以外の住宅施設であれ，同じ地域内に多数が結集しや

すかった。また，作業工程が複雑な技術を要さず，労働集約であるため，同質

的不足l練労働者が数多く雇用されていた。以上は繊維工業労働者の団結の条件

であるが，他方こうした同質的労働者に対する労働条件の 様な低劣さが彼ら

のλ トライキ活動を現実化きせたのである川。次に第二に， 1973年の学生デモ

15) LaboI Department，口切lditioη，aηd Labor Prablems in Industry， 1973， p. 6. 
16) Ibid.， p. 5 

17) C. Kerr and A. Sieget Inte!"IndusげyPropensity to Strike. Collective Bargaining， edited 

by A. Flanders， 1969. pp. 138-160 

18) 低劣な労働条件としては主に低賃金(最低賃金制以前は 1日あたり 8パーツ =40米セット)，

長時間封働 (8時間労働日〕および作業環境の悪さを指摘しうる CChulalo月 kornU ni versity 

Students. Bangkok's Textile Workers， Ronin Magazine， No. 16. Ballgkok 1974， pp. 36 

-39) 
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以降の政治的環境が繊維工業労働者層に対し両度に政治的な着;識を生じさせた

ことが挙げられる。彼らは新政権によっτ，また労働法規によって承認された

ストライキ権を積極的に利用したのである。

3 旦トライキ参加労働者数の増大に比較して年平均でみた月トライキ持続

(喪失〉日数り増加率が少な<，第3段階では第 1段階のそれの半分以下の数

値しか示していないが，他方，労使聞の肉体的暴力行為は殆どみられなかっ

た1へこれらの点は直接的ストライキの帰結であった。つま句，労働岩の場合，

団体を形成して雇用者に圧力をかける際，大衆の注目や支持を獲得するために

は暴力行為は禁物であった。また，雇用者についていえば，労働者が直接的見

トライキをおこせば彼らは直ちに要求を承認した。それは，労働者の団体行動

自体が経営者にとって脅威であるということのほかに，ストライキに対する大

衆の支持が社会的圧力となったためでもあるが， ともあれそのことによって，

労働者の直接ストライキの持続日数は短かいものとなったわけである。

以上の考察から，タイにおける労働争議は増大傾向にあり， しかもユトライ

キを伴いがちであること，主な原因は雇用・賃金問題にあること，ストライキ

は製造業とくに繊維工業で集中的に発生し形態的には非合法的で参加労働者数

は多いが持続日数は短かくなる傾向をもっていること，が明らかになった。

III 近代化一一組織の形成

本節では，タイ労使関係の史的発展とそこから生じてくるさまざまの問題を

ふまえ，タイ国が工業化の目的を達成することを容易ならしめるような労使関

係制度の改善の方法を示唆したい。

労使関係の問題点 タイ労使関係の歴史をふり返ってみる場合，直ちに浮か

び上がって〈る重要な問題点は，ノレール決定過程が団体交渉を通じるものでな

かったことである。つまりそれは，全国レベノレにおいては政府が，産業レベノレ

においては雇用者がそれぞれルールを上から決定するところの，労働者の参加

19)Labor Department，中.cit.. p. 6 
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しない一方的な過程であった。このことは 3当事者それぞれのイデオロギー上，

組織構造上の特質と密接に関連cていた。

この点をまず政府についてみれば，タイ国は約700年の間，絶対王制下にあ

り，ノレーノレ決定の源は絶対君主から発していた。また， 1932年には立憲君主制

へと政体が変わり，以来既に42年を経過しているにもかかわらず，この期間全

体のおよそ 3分の 1の期間は寧事政権下にあったのてーあり，後者はノレーノレ決定

について同じく絶対的な権威を有していた。民衆の側についても，こ弓した体

制に対する重大な挑戦はみられなか勺た。民衆がノレーノレ決定への影響力をいく

ぶんなりとも持つためには， 1972年の学生デそに伴う政治的状況の変化を待た

ねばならなかったのであ畠。

ともあれ政府がノレーノレ決定の絶対的権威をなすというイデオロギーは，工業

化に対する政策的配慮等ともあいまって，労使関係の上からの一方的規制とな

ってあらわれた。つまり，労働者組織の結成や団体交渉は社会平和，秩序およ

び良い投資環境を維持するという名目の下に禁じられたのである。

他方，賃金，労働時間等最低限の労働条件を規制する労働者保護立法の存在

にもかかわらず，法規の施行はきわめて不十分であった。その最大の原因の一

つは，法律を有効に施行させる労働局の組織が質量ともに弱体すぎたことにあ

る。既にみたように，たとえば1972年の労働局のスタヅフ数はわずか740名に

すぎなかった。こうした小人数では，労働問題。J桶大に布効に対処する乙とは

困難ならざるをえなかったのである。

では経営者の場合はどうか。彼らは自らを労働者に仕事を与える主人と見な

し，また，労働者は仕事を提供される見返りとして自分達に忠誠と服従を示さ

なければならぬという家父長主義的イデオロギーを有していた。経営者が職場

の諸ノレ ノレの一方的規制者としてあらわれることは，こうしたイデオロギーの

必然的帰結であった。彼らは労働者組織や団体交渉に敵対的に対抗したが，そ

れは，労働者組織や回体安渉がノレール決定過程における自分達の当然、の権利に

挑戦するものと考えられたからである。
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また，組織の面でみれば，経営者団体が結成されたのは主と Lて生産的目的

のためであって，労務・人事問題を中心的に取り扱う雇用者団体はほとんど形

成されていなし、。 1974年の労働局の報告によれば，当事存在していた雇用者同

体は，ただ 1つであった。1..-たがって全固または産業レヘノレでの団体交渉が実

現される組織上の前提が雇用者の場合欠如していたのである。

最後に労働者について。経営者の家父長的イデオロギーに対応して，タイ労

働者も自らを職場の主人に対して絶対的に服従すべき部下と考えていた。その

ことは彼らが高度に個別主義的であり，またパ ソナノレな関係をより好むこと

と密接に関連していると思われる。これらの思考構造のゆえに，彼らは職場の

諸ノレーノレの決定を経営者に委ねることとなったのである。

労働者組織における問題点はそのほとんどが部外者によって組織化されたこ

kにあっ介。部外者はおおむね政治家であって，彼らは労働者組織の機能をナ

ショナリズムや反共宣伝等の政治的なものに歪めてしまったのである。また，

そうした組織内部で労働者の演じた役割はきわめて消極的なものにすぎなかっ

犬二。

雇用契約が成文化されないことにあらわれた一方的な労使関係の形成には以

上のようなイデオロギー土，組織構造上の特徴が規定的であった。

ところで，このような労使関係の慣行においては，賃金や雇用(解雇，復職〉

問題をめくる労働争議は比較的容易に発生することとなる。労働者が要求を出

しても，雇用者が交渉または集団的解決を拒み， しかも合法的交渉に対して解

雇の脅しをかけるとすれば，労働者の反応は突発的でさし迫った形をとらざる

を得ない。このことは，既にみたように，ストライキ発生件数全体のなかで非

合法的なもりむ比率が高かったことに示さわし亡し、る。 Lの場合労働者は「ま F

λ トライキを，次いで交渉を」とし 1 う争議のパター γ をとるが，これにたし、し，

雇用主が交渉を拒否し， ロック・アウトで対抗することで事態はいっそう悪化

する。労使のこうした行動様式は最近ますます目だっており，これによ勺て産

業社会がいっそう無規律なものになりつつある。しかし，労使関係が突発的ス
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トライキやロック・アウトの増大に伴ない無規律の度合を強めてゆく際，フラ

ング一月が既に指摘したように 2つの危険な事態が生じることになる2ヘ つ

まり第 1に，良い労使関係とはなにか，という ζ とに関して誤まった見方があ

らわれる。生産を一時的に阻害するような形態の争議を避けることができる場

合にはじめて労使関係は共働的且つ建設的たりうるのであり，そういう状態こ

そが良い労使関係である，というのである。だが現実には雇用主側の要求に労

働者が常IC従い，また，経済的停滞に際Lては経営内での紛争を避けるという

と去を相万に承認しあうことによって，平和的な良い労使関係がえられるにす

ぎないのであって，こうした犠牲を払つての平和は経済成長や社会進歩の妨げ

になるという点を別としても，単に将来にむけてトラプノレを蓄積するだけであ

る。第 2に，労使関係の無規律は，それの原因を除去するというよりむしろ，

それの徴候にすぎないもの〔たとえばス}ライキ)を抑庄するような政策的解

決の擁護に通じ易い。 1958年に政府が労働法を廃棄したのはまさにこの点を示

している。合法，非合法世間わず，すべてのストライキは労使関係の特定局面

の徴候をあらわすのであるが，この，ある意味では安全弁または警鐘ともいえ

るものを抑庄することに腐心し，他方で発火点に達するまで， I貰}恵を増大させ

る諸原因を除去せずにいる政策ほど有害かつ危険なものはないであろう。

国交の制度的確立と組織の形成 では，組織の形成と団体交渉に基づく労使

関係の近代化はいかに L工可能か。

まず，現在の非合法ストライキやロック・アウ!の形態における労使関係。

無規律は，より秩序だった平等な産業社会を形成するためり前提条件として承

認されq しかるのちに必要な修正を受けるべきである。そうした方法が結局は，

社会の全構成員の福祉を高めるべき近代化の日的にかたうと考えられるのであ

る。との場合，必要た修jfとは，職場でのノレール決定過程における三当事者の

交渉力をよりいっそう均衡的なものにし，そのうえで，さまざまのレベルで生

20) A. Flanders， Management and Unions， The Theory and Keform of Industrial Relα2ωn" 

London 1970， pp. 155-15E 
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起する労働問題の解決方法として団体交渉を制度的に確立させることである日。

団体交渉の機能は市場的伺面，政策的局面，経営者的局面の 3局面に区別し

うる。市場的局面とは「現在の被用者および新規被用者による会社への労働給

付がいかなる条件によって継続されるかを決定する過程J22lと考えられているo

政策的局面とは「政府機闘を設置し，それしの定義かっ規制をおこない，工業に

関する法律事?起草し腕行し解釈する代表機関や，法律の強制uのための手段を供

給する ζ と」加である。また，経営者的局面とは「労使双方が重大な刺害をも

っ事柄を決定するさいの経営者的機能を配分すること」山である。

以上の 3局面の機能をとおして団体交渉は 3つの目的を達成しうる加。つま

り，

(1) I労働者のカノレテノレ」としての労働者組織 市場的機能ほ労使聞の

焚渉上の不平等を匡正する。

( 2) I法の支配」一一政策的機能は工業に関わる統治権を配分する。すな

わち， (a)雇用者は「相互に受容される」産業自治の規律をつくるため，労働

者組織と決定力を配分すべきである。 (b)労使は自分達の自律性を守るため協

力すべきである。一一「この私的な集団的決定の領域に対する他者の干渉を禁

じる倫理的な自己決定原理。」

(3) I産業民主主義」 経営者的機能は「相互性ω原理」を実現させる。

後者は企業の経営に不可欠な成員がそれぞれの関係する事柄の決定に対し発言

権をもつことを基礎としている。

更に，l[当な団体交渉制度の実現は次の三つの条件に依存している叩。

(1) 当事者それぞれが十分組織化されていることo

21) cf. A. Flanders， The Nature of Collective Bargaining， Collecti町 Bargaining，ed. A 
Flanders， 1969， p. 19 

22) Ibid.， p. 32 
23) Ibid 
24) Ibid. 
25) Ibid.， p. 3::J 
26) Flanders， Management and Unions， p. 159 
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( Z) 当事者がおた古川、を承認する用意を示すこと。

( 3) 当事者すべてが協約を遵守する ζ と。
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要するに，団体交渉とは諸組織による職務の規制の過程であり，作業ノレーノレ

の決定に際し，当事者聞の勢カをよりパラ γzのとれたものにすることによっ

て，産業社会をより白治的民主的ならしめ号機能を有するものである。むろん，

この制度のもとでも相互規制のいわば限界状況において争議が発生することは

当然であるが内

ともあれ，こうした制度に基づく労使関係の近代化が早期に達成されるため

には 3当事者のイデオロギーと組織構造がかえられねばならぬことはいうま

でもない。イデオロギーは団体交渉の本質としてのノレーノレ決定力の平等な配分

という考え方を受容しう畠ものに変化すべきであろう。政府は最強力な権威の

担い手であり. I良い投資環境」を創出しうるが，そればかりではなく，労使

が作業のノレールを共働的に規制しうる「良い労使関係環境」の創出についても

配慮せねばならない問。雇用者は労働者を抑圧し，ノレ ノレ決定力の分け前を拒

絶すべきではない。決定力の配分の拒否は将来にむけてトラフツレを蓄積するこ

とになるからである。労働者自身よりも労働組合運動にたいする意識を高め，

積極的に自分達の決定力の分け前の実現に努めなければならない。

また，団体交渉制度は組織，相互理解および協約の尊重という 3つの要因を

前提とするのであるから，乙の制度の実現のためにはなによわもまず 3当事

者ともに組織化をいっそう進めることが必要であるo 政府の場合，労働法規を

効果的に施行し，同法の遵守を労使双方に勧告するために，現在の労働局がよ

り大きな組織に拡張されるべきであろラ。誤解を避けるために付言するならば，

労働局の組織の拡張は同局の勧告機能を高めることが目的なのであって，労使

関係への干渉機能を高めることが目的なのではない。

27) 政府は社会の秩序と平和の維持という名目のもとにいつでも自律的に法規を存廃させうる。草
命団布告第103号もこの観点に基づいていたのであって， それは現実の労位関係の表層を生化さ
せたにすぎなかった。
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雇用主と被用者はそれぞれ全国Vベル，産業レベルおよび工場レベノレで組織

化される必要があるo 産業社会の最小単位と L-C白職場から最大単位としての

連合に至るまでのこれらの組織によって，団体交渉における労使双力の意思は

十分に代表されうるであろう。

被用者はその大多数が未熟練で教育水準も低しそのうえ供給超過のため組

織化はきわめて困難である。しかし，組織の形成に際しては熟練および半熟練

の被用者がリーダーとなり，未熟練の被用者の保護ぞいっそうおし進めるべき

であろう。

1976年現在，政府は産業レベノレでの組織形成と団体交渉を保証する労働法を

制定することによって，労使関係制度の近代化のための正当な進路をとってい

る。しかし，これらの法規が労働者の交渉力をより強化するためには，全国ν

ベノレでの労働者組織の形成をも保証すべきであろう。政府や雇用者と共働的に

活動する労働者組織を承認することは，労働運動を「法の支配」のもとにおく

重要な要因をなすからである。

お わ り に

以上みてきたことから，現在に至るまでのタイ労使関係においては，職場お

よび産業社会の諸ノレール設定に際しての 3当事者聞の相瓦作用は均衡した基礎

にたっ亡展開されていない乙とが明らかとなった。つまりそれは全国νベルt

は政府が労働法規の発布という形でノレーノレを作成L，産業レベノレでは経営者が

諸作業規則を設定する一方的過程であって，ここでは労働者はいかなる参加も

不可能なのである。また，実際の雇用慣行は仏教の教義に基づいており，成文

化きれないのが普通であった。

これらの特徴は 3当事者のイデオロギーや組織両にも影響す及ぼしていた。

長期にわたる絶対王制および軍事政権下の歴史過程で，政府自体が絶対的なノレ

ーノレ作成の権威をなすとの観念が公衆の間に深く浸透してきたのである。労使

関係に関わる仏教の教義もまた労使双方のイデオロギーに影響を及ぼしてきた。
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主人としての雇用者は部下としての労働者に仕事を与え，後者はその見返めと

して忠誠と服従を捧げねばならないというのがそれである。

組織面では，政府代表機関としての労働局は労働法を有効に施行するには質

量ともに弱体すぎ，他方，労使の組織化の程度も不十分であった。労使の組織

化の不十分なことはひとつには右にみた彼らのイデオロギーや労使関係への無

理解により，もう 1つには労働者自身が殆ど不熟練で教育水準が低<.その上

供給過剰であるという事情が与っていた。むろん，過去において経営者や労働

者の組織が全く欠如していたわけではなかった。しかし，不幸にも経営者団体

は生産的目的にのみ関係し，労働問題をとりあげなかった。労働者組織につい

ても，労働者自らによってでなく政治家である部外者によフて形成され，ナジ

ョナリスムや反共宣伝等の政治的目的に利用されがちであった。

他方，こうした現存までの労使関係のも正で労働争議も増加傾向を示してい

る。たいていの争議は雇用と賃金問題をめくって発生していた。争議がストラ

イキを伴うケ一月も漸増している。それは製造業，とりわけ繊維工業において

目立っている。各々のストライキについては参加労働者数は増大するが継続日

数は漸次短かくなる傾向を有している。この傾向は実はストライキが直接的且

つ非合法的な形をとることのあらわれであった。そして，こうした直接的，非

合法的見トライキは労働者組織が実質的に承認されないことの結果であった。

つまり，争議に際L，雇用者の報復を避けるためには，労働者はどうしても直

接的に圧力をかける団体へと結集せざるを得なかったのである。

以上の考祭からタイ労使関係の特徴をつぎのように要約することができる。

すなわち，

(1) タイ労使関係の特徴は 3当事者がノレール決定過程で平等の基礎に立つ

Cいないことである。政府と経営者のみがそれぞれ全国および産業レベノレでノレ

ールを決定C，労働者は仲間はずれにされているo

( 2) この制度の下で発生する労働争議の特徴は，第1にそれが雇用，賃金

問題といった最も基本的な労働条件にかかわっておめ，第 2に直接的，非合法
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的ストライキの形態をとることにある。

この最後の点に関して付言すれば，直接的，非合法的なストライキの比率が

高い労働争議が増大傾向にあるということは，労使関係の無規律性が高まるこ

とでもある。そして，そうした無規律状態の高まりは労使関係制度についにの

誤解に通じ易しその結果，無規律=ギ安定性白原因〈ノレーノレ決定過程での勢

力不均衡〕を除くというよりむしろ，それの徴候にすぎないもの〈λ トライキ

等〕を抑圧する政策的方向がとられることにもなる。実体はともか<，まずも

って秩序だった労使関係が要求されるからであるu

しかし，近代化が社会的にみて最も適当な形で達成されるためには，労使関

係において 3当事者の組織化がし、っそうおし進められ，また，それを前提と

した団体交渉制度にもとづ〈ルーノレ決定方法が確立されるべきであろう。団体

交渉は組織の相互的承認，協約の遵守に依存するが，その条件が満たされれば，

それは労働者カルテルや法の支配を実現するばかりでない。なによりもまず，

3当事者の平等なんーノレ決定への参加を実現することになるのである。

3当事者それぞれのイデオロギー上，組織構造上の問題点とその解決方法に

ついても本稿でその大筋を示唆した。しかし，この解決方法は更に詳L<検討

される必要があるが，この点は将来の課題としたい。

〔今久保幸生訳〕

追記 :<11:摘は，ダラフット民が「タイ労使関係の近代fl:; 労働争議の展開と組織の形

成JUJ・〈下L として「アジアと白木」誌第28および第29号 (1975年 4月，

5月〕に発表したものを，ダララット氏および訳者今久保幸生氏の許可を得て，

菊池が庄縮・整理したも白である。な恥圧縮・転載を快〈承諾された「アジア

と日本」誌に記して感謝したい。 (1985年 1月，菊池光造記〕


